
まちづくりの基本理念
（まちづくり基本条例から抜粋）

将来都市像
−将来都市像に込めた思いー
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第６期恵庭市総合計画の構成（案）
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基本構想

まちづくりの基本理念は、まちづくり基本条例を基本として
策定をします。

将来都市像は、市役所の若手職員が検討し、４つの案を作成
しました。
総合調整部会では、この案を参考に、どのような将来都市が
良いか検討をお願いします。
将来都市像には、より具体的なサブテーマを設定することも
考えています。

基本目標は、専門部会からの意見、議会からの意見を元に修
正案を検討しています。
当初、基本目標は７つに設定をしていましたが、専門部会の
意見を参考に、５つの基本目標に再編し、全分野に関係する
ものは「将来都市像の実現に向けた行政運営」として、表現
することを考えています。

実施計画は、年度ごとに実施する事業を示す３年間の計画で
す。
今後、市役所内部で検討し、策定を進めます。

目指すまちの姿では、今後10年間で目指すまちの姿を記載し
ます。基本目標の分野を横断する姿を記載することを想定し
ています。
総合調整部会で、ご意見をいただきたいと思います。
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